
 

町長議案提案説明 

福井町長 皆様、おはようございます。立春を過ぎ雨水までの間、今年は例年にな

く厳しい寒波が襲来し、日本全国が大雪の被害を受けましたが、昨日は啓蟄、梅の

花も満開となり、一雨ごとに暖かくなっている今日この頃でございます。それでは、

平成２６年第１回定例町議会の開催にあたり所信を申し上げたいと思います。まず

は日本の現状でございますが、一昨年の安倍政権の発足以来、懸案の経済対策とし

て三本の矢、つまり、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成

長戦略により、デフレ脱却と経済成長に向け大きく動きはじめたように思います。

また、これも重要な懸案事項である、税と社会保障の一体改革の中で、消費増税、

法人減税、あるいは国民健康保険事業者の都道府県移行などについて、活発な議論

がなされていると聞いております。昨年度発表された人口推計では、少子高齢化の

急速な進行により２０４０年には日本の人口は、約１６％減り高齢化率も３６％と

なることが予想されており、将来世代に負担を先送りしない責任ある行財政の執行

が求められています。他方、平成１８年に地方分権改革推進法が成立し、国民がゆ

とりと豊かさを実感し、安心して暮らすことのできる社会の実現を目指し、地方分

権改革が総合的かつ計画的に推進されており、今後、国や県にできるだけ頼らない

自立する地方が求められています。しかしながら、現在の日本では、未だに中央集

権的な権力構造があり、また、経済活動上も大都市が有利な環境となっており、簡

単に地方が自立可能な競争力を身につけることが、現時点では非常に難しい社会構

造となっていると思います。このような現状ではございますが、将来的には、本当

に地方が自分で判断し責任ある行動をしなければならない真の地方の時代がくる

と信じ、懸命に自立の道を模索し続けることが肝要であると思っています。創造的

な独自性のある地方として、自然豊かな美しい地方として、魅力ある地域の伝統を

残す地方として、日本がバランスのとれた国家であるために真に日本に無くてはな

らない地方として、永遠に存続していかなければなりません。そのために、今、何

をするべきなのか、牟岐町の皆さんが真剣に考え行動する必要がございます。私は

基本的には、かつての地方分権社会を生き抜いてきた我々の先祖が、この地を選び

営々と生活を続けてきた過程と実績を軽んじてはいけないと思います。長年の生活

の中で築きあげ残してきた家々、その集落としての町並み、また、一つ一つの石を

積み重ね造られてきた棚田とその田園風景、漁師町として栄えた人々の生活の集大

成としての町並み、これらをできるかぎり大切にし、後世に残していくことが、ま

ず今を生きる我々の使命だと思っています。戦後、我々は、欧米の豊かな生活や文

化を羨望し、エコノミックアニマルと言われるほど経済的利益を追い求め日本の伝

統的な文化に目を向けなくなった時期がございますが、我が町の過疎化が急速に進

行し、全ての産業が下降線をたどっている今、もう一度、先祖の声に耳を傾け、自



らの立ち位置を考えてみる必要があると思います。いくら産業が発展し、生活が便

利で快適になっても、真に美しいものを美しいと感じる感性は、地域や時代を問わ

ず変わっていません。同様に多くの人間にとり真に必要なものも変わっていません。

東日本大震災以降、多くの若者は人間にとり、本当に大切なものはお金ではなく美

しい日本の国土である、故郷の町並みであることを認識しつつあります。私はこの

ような認識を新たにした若者が、必ずや地方に戻ってくる日がくると信じています。

そして、その日のために、若者を受け入れることのできる社会や環境を、地方はで

きるだけ早く用意しておく必要があると思います。また、今、世界中の人々が四国

八十八箇所に大きな興味をもっていると言われています。また、昨年は和食が世界

無形文化遺産に登録され、おもてなしという言葉も世界的に使われはじめています。

このように世界中の人々が、真に人間にとり必要なものを追い求め始めた現状の中

で、牟岐町は何をすべきなのか、牟岐町において昨年１月から１２月までの間、月

２回、再生会議を開催してまいりました。その中で私は牟岐町の今後の間違いのな

い取り組みとして、つぎの４点を挙げたいと思います。１、災害に強い町づくりに

努めること。２、農林水産業を牟岐町の基幹産業として育てること。３、牟岐町の

伝統や文化はできるかぎり多く残すこと。４、全ての町民が共通して取り組める課

題を持ち行動すること。まず、災害に強い町づくりとして、牟岐町を地震津波に強

い町とするため公共施設の整備を進めています。学校、保育園を高台に移転し、病

院も現在移転に向け工事中でございます。そして避難路、避難所については、健常

者の方であれば１０分以内に避難できる場所を設置しています。今後、毎年少しず

つこれらの避難所、避難路の整備をレベルアップしてまいりたいと考えています。

つぎにどうしても安定の必要な農林漁業でございますが、農業は米作りの他、鳥獣

害を受けない作物の生産、例えば、しょうが、薬草、お茶、ゆずなどの生産、販売

が必要ですし、漁業は、まずは海藻類の養殖が必要だと考えております。つぎに牟

岐町の伝統や文化をできるだけ多く後世に残すためにも、徳島県内外の多くの方や

文化庁からも評価していただいている出羽島の漁村集落は、現在の島民の皆様の生

活を守るためにも、また、牟岐町の文化的財産として後世に残すためにも、重要伝

統的建造物群として国の指定を受け、今後、整備をしていく必要があると考えてお

ります。また、先祖の残してくれたものを最大限活用するためにも、やはり牟岐町

内の空き家の有効活用も重要な課題であると考えております。町中の利用しやすい

空き家をサークル活動拠点、遍路宿、よくばり体験の民泊施設、美術館、サテライ

トオフィス、喫茶店などとして利用していただくことが、牟岐町の再生には欠かせ

ないことでございます。なにとぞ、皆様方のお力添えをお願いしたいと思います。

最後に町の活性化、つまり少子高齢化の中で経費をかけず雇用の創出や所得を上げ

るために、今、必要なことは町全体で共通し取り組める課題を決め、みんなが協力

し、あるいは競争して取り組むことでございますが、私は海部病院が平成２８年度



中に高台に移転し、将来はバイパス沿いの大変シンボリックな病院になることもあ

り、糖尿病死亡率全国１の汚名を返上するためにも、また、牟岐町の皆さんができ

るだけ健康で長生きするためにも保養と健康の町として各人ができることを考え

行動していただくことが重要だと思います。その一例として、安全安心な質の高い

農産物や水産物を作ることや飲食店では、質の高い原材料などを使った健康料理を

作ること。加工業者の方は、この質の高い原材料を使った加工品を生産すること、

そして小売業者の方々は、このような健康食品の他、健康グッズ、健康関連製品を

取り揃え販売していただきたいと思います。とにかく牟岐町の皆様が自分達が健康

になるため、また、来町者が健康になるため、お遍路さんをより健康にしてお送り

するため知恵を絞りサービスを提供していただきたいと思います。牟岐町の皆様が

健康になる方法を考え、競いあっていただきたいと思います。この取り組みが牟岐

町全域に広がることにより、健康に興味がある方々やウォーカーなどが是非とも行

ってみたい町に育っていくと思います。また、ご来町の方々に牟岐町をより一層楽

しんでいただくため、出羽島、内妻、サンライン、橘、西又、辺川など各地区で美

化活動とおもてなしの工夫をしていただきたいと思います。牟岐町内の周辺部の地

域まで健康食のおもてなしを求めウォーカーなどに行っていただけるようになれ

ば良いなと考えています。昔のように一次産業が活発でない現在では、それを補う

ものが必要であり、やはり観光業に力を入れ第三次産業を盛んにしていくしかない

と思っております。これらの全ての産業の支援と活動の拠点として、また、牟岐町

の歴史文化の足跡を整理し展示する場所として、来年度、旧河内小学校に民俗資料

館と活性化センターを開設したいと考えております。町内外の事業家や起業家が集

い、牟岐町で栽培できる薬草の研究、健康料理や薬膳料理の研究、情報提供、宣伝、

販売活動支援などを実施していただきたいと考えております。牟岐町の再生に向け

皆さんが同じ方向に力を結集し助け合い、協力し合い大きな力となり過疎化の難局

を突破していただきたいと思います。最後になりますが、間もなく、病院用地の造

成が本格的に開始されます。山を切り、その土を運搬する工事が開始されるわけで

ございますが、掘削と運搬において振動や騒音が町民の皆様の多大なご迷惑となる

ことが危惧されます。工事を主導していただいている県も町もできる限り周辺の

方々にご迷惑のかからないよう最善を尽くしてまいりますが、それでも十分でない

場合も想定されます。しかしながら、本当に恐縮ですが町民の皆様には来たるべき

南海地震、あるいは、南海トラフ地震に向け一人でも多くの人命を救うために病院

を高台移転しているのだということをご理解いただくとともに、平時において海部

病院は、地域医療を守る海部郡の要であり多くの人々が交流する牟岐町の貴重な場

所でもございます。未来の牟岐町にどうしても必要な施設の整備であるということ

をご理解いただき、ご協力をお願いしたいと思っております。それでは、提出案件

のご説明にいきたいと思います。本定例町議会に提出の案件は議案２１件でござい



ます。議案の内訳は、条例の制定並びに一部改正６件、補正予算３件、当初予算７

件、人事案件１件、その他４件となっています。議案第１号、特別職の職員の給与

及び旅費に関する条例の一部を改正する条例。町長、副町長の給料を平成２５年度

と同様に、２６年度も７０％、５％減額して支給するものです。議案第２号、牟岐

町職員の給与の控除に関する条例の一部を改正する条例。職員の給与から控除でき

る項目を追加するものでございます。議案第３号、牟岐町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例。昨年度もこの場におきまして、牟岐町国民健康保険の極めて厳

しい状況について述べさせていただき、増額の税率改定にご協力とご理解をいただ

きましたが、本年度も財政調整基金４３，０００千円余りを全額取り崩しても単年

度収支は６６，０００千円余りの赤字を計上する見込みとなっています。このため、

平成２６年度もさらに５．３％の税率を改定する条例改正を提案させていただきま

した。平成２４年度から比較すると２０％を超える増額となりますが、被保険者の

皆様には多大なご負担をおかけすることとなりますが、現在の危機的状況をご理解

いただき、ご協力をお願いいたします。議案第４号、牟岐町立学校給食センター設

置条例の一部を改正する条例。学校給食センターの移転改築によるものでございま

す。議案第５号、牟岐町社会教育委員条例の一部を改正する条例。社会教育法の改

正により、これまで社会教育法の規定のあったものを条例に定めたものでございま

す。議案第６号、牟岐町地域活性化センターの設置及び管理に関する条例。旧牟岐

小学校、河内小学校の校舎を地域活性化センターとして活用するため制定するもの

でございます。議案第７号、海部郡衛生処理事務組合規約の変更。障害者支援に係

る法律の改正により審査会の名称を改めるものです。議案第８号、町道の変更。町

道杉谷２号線の終点を変更するものでございます。議案第９号、平成２５年度牟岐

町一般会計補正予算。別冊となっておりますので、ご用意ください。今回の補正は、

各事業の実績による予算の組み替えが中心となっております。歳出の主なものを挙

げますと、１７ページ、２款・総務費、防災拠点避難地整備事業で事業の進捗に合

わせた補正をしております。戸籍住民登録費で印鑑登録証の作成経費を計上してお

ります。２３ページ、４款・衛生費、繰出金で出羽島簡易水道の赤字補填を計上し

ております。２５ページ、５款・農林水産業費、農業委員会費で農地地図システム

更新業務として委託料を計上し、林業振興費で、有害鳥獣捕獲奨励金などを追加計

上しております。３１ページ、７款・土木費、道路橋梁費で県単独道路事業負担金 



を、住宅管理費で修繕料を、更新住宅建設費で社会資本整備総合交付金精算による

返納金を計上しています。３５ページ、８款・消防費、常備消防費で海部消防組合

の消防救急無線デジタル化整備事業負担金を計上しております。この事業は２６年

度へ繰越となります。３７ページ、９款・教育費、町民体育館外構補修設計手数料

を計上しております。４３ページ、１２款・諸支出金、ふるさと応援基金積立金を

計上しております。続きまして、第１表の歳入は、一般財源分として繰越金を充て

ています。国庫支出金で地域の元気臨時交付金を計上しております。県支出金では、

安心子ども基金、地籍調査費補助金、鳥獣被害緊急捕獲等対策事業補助金などを増

額計上しております。町債については、過疎債などの一部振替えと緊急防災・減災

事業債などの計上をしております。第２表、繰越明許費として、２５年度から２６

年度へ繰り越す事業名と金額を掲載しております。第３表、地方債の補正では過疎

対策事業債、全国防災事業債、徳島県市町村振興資金債の補正と緊急防災・減債事

業債、一般補助施設整備等事業債の追加を行っております。歳入歳出、９３，５３

９千円を追加し、予算総額を３，６７７，７３５千円とする平成２５年度一般会計

補正予算でございます。議案第１０号、平成２５年度牟岐町出羽島簡易水道特別会

計補正予算。赤字の補填分を一般会計からの繰入金２，４００千円計上し、同額の

使用料収入を減額するものでございます。歳入歳出の総額に増減無く、予算総額を

２７，２３１千円とする補正予算でございます。議案第１１号、平成２５年度牟岐

町介護保険特別会計補正予算。歳出で、一般管理費のうち、介護報酬改定等に伴う

システム改修経費を１，９１６千円計上しております。歳入には国庫補助金９５８

千円と一般会計繰入金を同額計上しております。歳入歳出それぞれ１，９１６千円

を追加し、予算総額を７９１，３８１千円とする補正予算でございます。議案第１

２号、平成２６年度牟岐町一般会計予算。別冊となっておりますのでご用意くださ

い。平成２６年度の予算総額は、２，４８６，１７２千円で、２５年度当初予算額

より８９，５６４千円、３．４８％の減額となっています。新年度の予算で、新た

なもの、特徴的なものについて述べます。まず、人件費ですが総額で２４，０２４

千円の減額となっています。内訳は、特別職・議員で、１７５千円の増額、一般職

で２４，１９９千円の減額となっております。その他の経費については消費税増税

による影響がございます。６１ページ、１款・議会費は３７９千円の減額でござい

ます。６５ページ、２款・総務費は３５，４４７千円の増額でございます。事務改

善費で番号法導入支援業務手数料を計上しております。９７ページ、３款・民生費

は８，７１０千円の増額でございます。社会福祉費で臨時福祉給付金事業費を、児

童福祉費で子育て世帯臨時特例給付金事業費を計上しております。１２１ページ、

４款・衛生費は１２，７５４千円の減額でございます。予防費で予防接種手数料は

２５ 



年度より減額しております。繰出金で簡易水道資産評価業務分を計上しております。

１３３ページ、５款・農林水産業費は１６，４３０千円の減額でございます。農地

費で日本型直接支払制度負担金を新たに計上しております。林業費は有害鳥獣捕獲

報償金を増額しております。漁港管理費は広域漁港整備事業が減額となっておりま

す。１４７ページ、６款・商工費は、５，１７９千円の減額でございます。商工総

務費でプレミアム商品券、観光費で地域活性化センターの経費を計上しております。

１５３ページ、７款・土木費は、４８，３０６千円の増額でございます。過疎対策

事業費で町道寺前北線を、社会資本整備総合交付金事業では町道西通町線、観音寺

川橋耐震補修工事の経費を計上しております。１６９ページ、８款・消防費は、４

６１千円の増額でございます。１７３ページ、９款・教育費は、１３８，２４７千

円の大幅な減額でございます。これは、学校統合事業費の給食センター建設工事が

終了したためでございます。新たに小中一貫教育推進費を設けております。社会教

育総務費に出羽島家屋調査経費を計上しております。体育振興費には町民体育館耐

震工事を計上しております。２０７ページ、１０款・災害復旧費は、経常的な経費

の計上でございます。２０９ページ、１１款・公債費は、９，４９９千円の減額と

なっております。２１１ページ、１２款・諸支出金、１３款・予備費は、２５年度

と同額でございます。歳入では、地方交付税と臨時財政対策債とを合わせた額につ

いては、２５年度より約２８，０００千円の減額となっております。１ページ、町

税は、全部の税目を合わせて３，０７８千円の減額でございます。１９ページ、地

方交付税は４９，０００千円減額で計上しております。２３ページ、分担金負担金

は８７０千円減額でございます。２５ページ、使用料手数料は３７２千円減額でご

ざいます。２９ページ、国庫支出金は２４，２８２千円の増額でございます。民生

費補助金で臨時福祉給付金給付事務・事業補助金１９，２３９千円、子育て世帯臨

時特例給付事業補助金３，３５６千円を計上しております。消防費補助金で空き家

再生等推進事業、教育費補助金で出羽島伝統的建造物群保存対策調査事業の補助金

を計上しております。３５ページ、県支出金は１４，２４１千円の減額でございま

す。消防費補助金で「とくしま－０(ゼロ)作戦」緊急対策事業２５，６５０千円、

教育費委託金で小中一貫教育校による多様な教育システムの調査研究委託金を２

５００千円を計上しております。５１ページ、繰入金は、財政調整基金を１４０，

０００千円取崩し、事業の財源としております。２５年度より４０，０００千円の

増額となっております。５５ページ、諸収入では、３，３２７千円の減額となって

おりますがプレミアム付き地域商品券７１２千円を計上しております。５９ページ、

町債では、当初に過疎債、徳島県市町村振興資金債、緊急防災・減災事業債、臨時

財政対策債、全国防災事業債を合わせて２３０，３００千円を計上しております。

２５年度 



より８３，３００千円の減額となっております。一般会計について、大まかな説明

となりましたが、詳しくはのちほど、関係課長から説明をさせますので、よろしく

お願いいたします。議案第１３号、平成２６年度牟岐町上水道事業会計予算。２６

年度の業務予定量として、給水戸数２,４００戸、年間総給水量６８万５千立方メ

ートル、１日平均給水量を１,８７７立方メートルとし、収益的収入を１１１，５

４０千円、収益的支出を１１０，５５６千円と定めるものでございます。本年度は、

経常的な経費を計上しております。議案第１４号、平成２６年度牟岐町出羽島簡易

水道特別会計予算。歳出は、施設管理費、公債費など経常的経費を計上しておりま

す。歳入は、水道使用料と一般会計からの繰入金でございます。繰入金は、公債費

の償還に充てる分として、１９，１４９千円を計上しております。歳入歳出予算の

総額を２９，７９１千円と定めるものでございます。議案第１５号、平成２６年度

牟岐町国民健康保険特別会計予算。歳入歳出予算の総額を８１４，５９1千円と定

めるもので、前年度に比べ４３，３３３千円の減額の予算でございます。歳出では、

保険給付費で５２７，６８４千円と前年度に比べ２０，１００千円の減額、共同事

業拠出金で1３５，２９９千円と２０，６９５千円の減額なっております。歳入で

は保険税１８３，８２５千円で前年度に比べ４，５５５千円の増額となっておりま

す。一般会計からの繰入金は、５,８０５万５千円で１，６５８千円の増額となっ

ております。危機的な国民健康保険特別会計の運営を行うため、昨年度に続き税条

例の改正をお願いしております。議案第１６号、平成２６年度牟岐町青少年健全育

成センター特別会計予算。歳入歳出予算の総額を７，５８５千円と定めるものでご

ざいます。この会計は、海部郡３町の負担金と繰入金を財源とするもので、牟岐町

一般会計からは１，３９３千円の繰り入れを行っております。議案第１７号、平成

２６年度牟岐町介護保険特別会計予算。歳出は、保険給付費７４５，８５３千円、

財政安定化基金拠出金３，０００千円、地域支援事業費１６，３２０千円、介護予

防支援事業費３，５７３千円などを計上しております。歳入は、介護保険料１２３，

３９０千円、国庫支出金２３１，９２３千円、県支出金９６，１２５千円、支払基

金交付金２１７，６０８千円、サービス収入３，５７３千円を計上しております。

一般会計からの繰入金は１０６，７４６千円となっております。歳入歳出予算の総

額を７７９，３６７千円と定めるものでございます。議案第１８号、平成２６年度

牟岐町後期高齢者医療特別会計予算。この会計は、後期高齢者医療の保険料を徴収

し、一般会計からの保険基盤安定負担金分の繰り入れと合わせて、後期高齢者医療

広域連合へ納付金として支出する会計でございます。平成２６年度の歳入では、特

別徴収、普通徴収合わせて、６６，８９１千円の保険料、一般会計繰入金２７，６

０３千円。歳出では、広域連合納付金９３，８５５千円とするものでございます。

歳入歳出の総額を 

それぞれ９５，０１４千円と定める予算でございます。議案第１９号、委託契約の



変更。県立海部病院移転に伴う一般国道５５号牟岐バイパス・一般県道日和佐牟岐

線、県立海部病院及び避難広場の整備に係る切盛土工事等の徳島県への委託契約の

履行期間を平成２７年１月３１日までと変更するものでございます。議案第２０号、

工事請負契約の変更。平成２５年度、防災拠点避難地整備事業山田地区残土処理場

整備、第２期工事の請負金額を１，８４５千円追加して６６，４２０千円し、工事

完成期限を平成２７年３月２０日へと変更するものでございます。議案第２１号、

牟岐町固定資産評価審査委員会委員の選任。本年５月１４日で任期満了となる委員

に、新たに小栗拓也氏を選任する議案でございます。任期は３年間で、平成２９年

５月１４日までとなります。以上で提案説明を終わりますが、詳細については関係

課長などから説明をさせますので、よろしくご審議のほど、お願いいたします。 


